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65歳以上の方、 

60～64歳の対象疾患をお持ちの方へ 

  豊丘村長 下平 喜隆 

 

65歳以上のインフルエンザ予防接種について 
 

この予防接種は､強制ではありません。 

本人が希望される場合に受けるようにしてください。 
 

下記のとおり、インフルエンザ予防接種を予防接種法に基づいて実施し、接種

費用の一部を公費負担します。予防接種を希望される方は、かかりつけの医療  

機関へ事前に予約をしてから受診してください。 
 

記 
 

○ 実施期間  令和２年10月１日（木）～ 令和３年１月15日（金）まで 

 

○ 対 象  ・接種日に65歳以上となる方 

・60～64歳で心臓、腎臓、呼吸器に障がいがある方 

（身体障がい者手帳１級をお持ちの方） 

 

○ 受 け 方   ① 飯田下伊那地区の医療機関へ接種の予約をしてください。 

日頃の健康状態をよく知る「かかりつけ医」で受けましょう。 

② 予約をした日に医療機関へ行き予防接種を受けてください。 

 

○ 接種日の持ち物 

・インフルエンザ予防接種予診票 

予診票がない場合は補助ができません。紛失の際は健康福祉課 

保健衛生係までお問い合わせください 

・本人負担額 2,000円 

※生活保護世帯、中国残留支援給付を受けている方は無料です。 

異動（認定・停止）があった場合はお申し出ください。 

・保険証 

 

○ そ の 他   ・接種回数は一人１回です。 

        ・県外で接種をされた方は、接種費用のうち、2,000円を超える額

を村で負担いたしますので、下記までお問い合わせください。 

 

 

 

 

〔お問い合わせ〕 

  豊丘村役場 健康福祉課 保健衛生係 

  課長 宮島  担当 井原  電話 35－9061   



 

 

インフルエンザと予防接種 
 

＜インフルエンザ＞ 

 インフルエンザの症状は、突然の高熱、頭痛、関節痛、筋肉痛などで、のどの

痛み、咳、鼻水などもみられますが、普通のかぜに比べて全身症状が強く、特に

65歳以上の高齢者は重症化することが多いのも特徴です。 

 

１．インフルエンザの予防 

 

①流行前に予防注射を受ける。 

②人ごみを避ける。 

③日頃から十分な栄養と休息をとる。 

④加湿器などを使い、乾燥を予防する。 

⑤外出時のマスク、帰宅時のうがい・手洗いを励行する。 

 

２．予防接種を受ける前に 

 

①一般的注意   ◇予診票は基本的に本人が責任をもって記入してください。 

 

②受けられない人 ◇熱のある人 

         ◇急性疾患にかかっている人 

         ◇以前に予防接種でひどいアレルギーが出た人 

         ◇医師が不可と判断した人 
 
③医師と相談が  ◇心臓、腎臓、肝臓、血液、その他慢性疾患治療中の人 

必要な人  ◇以前、予防接種後に発熱、じんましん等があった人 

◇今までにけいれんを起こしたことがある人 

◇今までに免疫検査をして異常があった人 

◇鶏肉、鶏卵などにアレルギーのある人 
 

④接種後の注意  ◇副反応について 

       ・急な副反応(30分以内) 

          ショック、アナフィラキシー様症状、ギランバレー症候群、 

けいれん、急性散在性脳脊髄炎、肝機能障がい、喘息発作 

       ・その他副反応(24時間以内) 

        発熱、悪寒、頭痛、発赤、腫脹、疼痛等 

       ◇急な副反応が起こった場合は医師（医療機関）に連絡し、 

診療を受けてください。 

◇入浴は差し支えありませんが、接種した場所を強くこすら 

ないでください。 

◇当日は激しい運動、多量の飲酒は避けましょう。 

 


